
犬山市初期消火器具整備費補助申請のながれ 
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④ 交付決定通知書を受領後、見積りを行

った業者から購入をしてください。 

② 補助金を申請する町内会等は、初期消火器具整備

費補助金交付申請書(様式第１)を提出します。(１２

/３１まで随時受付) 

併せて購入予定業者からの見積書の写しを添付して

ください。 

③ 提出書類を審査し、適当と認められた後、初期消火器具

整備費補助金交付決定通知書(様式第２)を郵送します。 

※計画に変更が生じた場合は、決定通知書を受領後に初

期消火器具整備費補助金事業計画変更届(様式第４)にて

変更申請をしてください。 

⑥ 書類審査にて適当と認められた後、初期消火

器具整備費補助金額確定通知書(様式第７)を郵

送します。 

⑧ 補助金の交付を行う旨、文書にて通知いたします。 

補助金の受領は、現金または口座振込となります。 

➀ 事業要望通知（町会長委嘱状伝達式にて配布します） 

⑤ 初期消火器具整備費補助金事業実績報告書(様式第６)

を提出します。併せて請求書及び領収書の写し、設置個所

の位置図及び写真等を添付してください。 

※提出期限：購入及び設置完了後、３０日以内 

 

⑦ 補助金額確定通知書を受領後、同封

の初期消火器具整備費補助金交付請求

書(様式第８)を提出します。 

※申請を行う前に、消防署 企画調整担当（Tel６５－０１１９）まで

お問い合わせください。 

 



主な取扱業者・参考価格及び注意事項とお願い 

１ 取扱業者（参考として、市の指名業者を掲載しています。なお、選定は、

下記の業者以外でも可。補助事業であるため、申請時に見積書の提出が必要

ですので対応できる取扱業者での購入をお願い致します。） 

 ＊ イナザワ防災株式会社 ０５８７－３２－６９０１ 

   〒492-8262 稲沢市池部町２－８３ 

＊ 内外物産株式会社 ０５８６－７６－１４８１ 

〒491-0814 一宮市千秋町小山字高砂３０ 

＊ 株式会社国益商会 ０５８７－２１－２７８６ 

〒492-8182 稲沢市日下部中町七丁目４８番地 

＊ 株式会社三陽商会 ０５８６－５１－５８６２ 

〒491-0002 一宮市時之島字中屋敷２９ 

２ 参考価格（目安） 

オールアルミ製台車を使用したもので、約 27 万円（税込） 

一部強化プラスチック製台車を使用したもので、約 15 万円（税込） 

別表仕様の補助対象物品がそろえば可としますが、制作会社多数存在しま 

すので、町内会等でご検討され、商品選択をされるようお願い申し上げます。 

＊ なお、依頼業者により、価格は異なります。 


